
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  地方拠点強化税制の創設                  

Ｑ：平成27年度の税制改正では、地方拠点

強化税制が創設されるとか。どのような内容

なのですか？                                       

                                             

Ａ：次のような内容です。 

【解説】 

地方拠点強化税制とは、企業の本社機能等

を東京圏から地方へ移転したり、又は地方に

おける拡充の取組みを支援するために創設さ

れた税制をいいます。 

概要は、次のとおりです。 

 ①投資減税 

  平成29年度末までに計画が承認された法人

が、計画に沿って、計画の承認から２年以内

に取得・事業供用される建物等・構築物を対

象に次の措置が講じられます。 

 ・移転型…特別償却25%又は税額控除７%(計画

承認が平成29年度の場合は４%) 

 ・拡充型…特別償却15%又は税額控除４%(計画

承認が平成29年度の場合は２%) 

 ※税額控除の限度額は、いずれも当期税額の

20%が上限となります。 

 ②雇用促進税制 

  平成29年度末までに計画が承認された法人

で、一定の雇用促進税制の要件を満たすとき

は、地方拠点の増加雇用者数１人当たり最大

80万円(３年間合計で最大140万円)の税額控

除が受けられます。 
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